平成１９年（行ウ）第６４８号　開発許可処分差止等請求事件

平成２０年（行ウ）第１０５号、１１８号　訴えの追加的併合申立事件

原告　　橘　充自　ほか

被告　　渋谷区、東京都
第８準備書面（２）
平成２０年８月２６日

東京地方裁判所民事第３８部　御中

原告ら訴訟代理人　弁護士　斉藤　驍　外
第１　都条例と区条例――東京都自然保護条例と渋谷区みどりの確保に関する条例の等質性

原告は、東京における自然の保護と回復に関する条例（以下「都条例」という）と渋谷区みどりの確保に関する条例（以下「区条例」という）は、環境法はもとより景観法、都市緑地法等の共通の上位法を持ち、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを趣旨・目的とする等質なものであると論じたが、被告東京都自身が区条例は都条例を補充する等質なものとして以下のとおり自認していることを充分留意すべきである。

「本件条例第５７条は、『市区町村がその条例に基づき定める緑化の基準がこの条例と同等のものとして知事が認めたときは、第１４条の規定は当該市区町村には適用しない』と規定しており・・・渋谷区では『渋谷区みどりの確保に関する条例』を改正し、本件条例よりも緑化の基準において厳しい基準が定められていることから・・・本件条例第１４条の適用は除外されることになっている」（被告東京都答弁書４頁。傍点は筆者）

すなわち、区条例は都条例より厳しい基準を定めること等によりこれを補充する関係にある。したがって、趣旨・目的を同じくする等質のものでなければ、かかる関係が生じないことは多言を要しない。

第２　被告らの認否について

　被告に共通していることであるが、原告の第９準備書面においても指摘しているとおり、都市計画法、みどりと文化の実定法等争点になっている事実関係（原告が主張している一連の事実）あるいは求釈明に対して、いまだに認否がなされていないものが多い。例えば、被告渋谷区は、昨年（平成１９年）３回も「計画説明会」がなされているにもかかわらず、本件開発が事前相談中だとして計画内容が明確でないから答弁できないと述べ、窓口相談、事前協議の具体的経過、すなわち窓口相談の開始日・終了日、事前相談の開始日等手続のごく初歩的な事項すら明らかにしようとしていない。また、アスベストに係る大気汚染防止法等に関する事実については一切答弁されていない。

　これでは、原告の主張事実を「自白」しているようなものであるが、そうでないとすれば、明確かつ具体的に答弁すべきであり、裁判所もまたこれを促すべきである。そうしなければ、行政訴訟に対する国民の実効的参加の実現を目指した行政事件訴訟法の改正の原点が問われることになる。
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